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１．はじめに 

参加型意思決定プロセスにおいて，当事者は，現在

直面している状況を理解し，その認識を共有することが

重要となると考えられる．本研究では，当事者の認識体

系という観点から政策コンフリクト 1)を記述するモデル

を提案する．このモデルに基づいて，参加型意思決定状

況を，第三者の参加の必要性という観点から分類を試み

る． 
 

２．コンフリクトのモデル化 

（１）関心事－帰結モデル 

政策コンフリクトの concern-outcome（関心事－帰

結）モデルを定式化する．関係者の集合をN ，各々の

関係者をi によって表す．各々の関係者は，その選好，

行動規範，利害などを反映して，それぞれの「関心事

（concern）」を有している．関心事は，関係者にとっ

て望ましい状況を示す言明として定義される．もし関係

者にとって望ましい結果が実現すれば，言明は真である

と判断される．望ましくない結果が実現すれば，言明は

偽と判断される．関係者は，自分の関心事が実現したか

否かを判断することができるとする．関係者i の関心事

は iγ ，関係者i の関心事の集合は iΓ によって表される

とする．関係者i の関心事の数を iC によって表す．ま

た，関心事は互いに独立している（1 つの関心事が実現

したかどうかは，他の関心事の実現に影響を及ぼさな

い）と仮定する． 
関心事に依存して，関係者i が実現可能と認識する帰

結が明らかになる．関係者i が認識する帰結はoijと定義

さ れ ， 関 係 者 i の 帰 結 oij の 集 合 は iO
（ { }imiii oooO ,, ,21 L= ，m は関係者i が認識する帰結

の総数）によって表される．関係者i の関心事が1つで 
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あれば，m ＝2 となる．一般的なケースにおいては

iCm 2= である．また，関係者 i が「実現しうる」と認

識する帰結 oij に対する関係者 i の利得を，Φi(oij)で示す． 
（２）コンフリクトにおける事象 

すべての関係者の関心事の集合をΓで表すとする．

複数の関係者i1,i2の関心事 21, ii γγ が同様の内容を記述し

ている場合は，関心事を統合することができるとする． 

Γに含まれる関心事γ が実現可能か否かを主体的に

決定しうる関係者を，当該関心事γ のアクターと呼ぶ．

アクターは，関心事γ を実現させるか否かという2通り

の選択肢を有する．この選択肢のことを，ゲーム理論2)

と同様にアクターの戦略と呼ぶこととする． 

Γに含まれる関心事の総数をm とすると，アクター

の戦略の組み合わせによって，コンフリクトには m2 通

りの局面が生起し得る．これをコンフリクトの事象と呼

ぶこととする． 
（１）に示したように，政策コンフリクトにおける

関心事は関係者i ごとに定義されている．これは，同一

の政策コンフリクトに対して，各関係者が異なった認識

を有する可能性を許容している．つまり，関心事－帰結

モデルにおいては，関係者はそれぞれ自分自身の主観的

なコンフリクト像を有している．（２）で定義した事象

は，個別の関係者が有するコンフリクト像を重ね合わせ

た，客観的なコンフリクト像であると解釈できる． 

 

３．コンフリクト認識体系と均衡点 

２．で定義した関心事－帰結モデルに基づいて，コ

ンフリクトに対する個別の関係者の認識体系を以下のよ

うにモデル化する．  

 

定義（コンフリクトの認識体系） 

Σ：実現しうる事象の集合 
kn：実現しうる事象 （Σの要素，Σ={k1,k2,…,kn}） 
Σi：Oiに対応したΣの分割 
Kim：Σiの要素 （Σi={Ki1,Ki2,…,Kim}） 
πi：ΣiとOiを対応付ける事象認知関数（Oi→Σi） 
Pi(kn)：関係者 iの事象 knに対する利得 



 
 

Oi 

πi 

kn Kim 

Σ

oij 

図－1　帰結oijと事象knの関係

 
ui：関係者 iのコンフリクト認識体系 

(ui = (Oi , πi) (i∈N ))  
U：コンフリクトの認識体系U=(u1 , u2 ,…, ul )） 

以上の定義においては，図－１に示すように，1 つの帰

結 oij に 2 つ以上の事象が対応することも許容している． 
次に，関係者 i の事象 knに対する選好順序を表す利得

Pi(kn)が以下のように決定されるとする． 
 
uiの下での関係者iの選好順序 

・2事象 kj1と kj2について imjj Kkk ∈21 , のとき， 
Pi (k j1 , ui )=Pi (k j2 , ui )      (1) 

・2事象 k j1と k j2について， 22 imj Kk ∈ ， 

11 imj Kk ∈  )( 21 imim KK ≠ かつ 
))(())(( 21 imiiimii KArgKArg ππ Φ>Φ のとき，  

Pi (k j1 , ui )＞Pi (k j2 , ui )     (2) 
(1)式は同一の帰結に対応する事象に対する選好が等

しいことを示し，(2)式は異なる帰結に対応する事象に

対する選好が帰結に対する選好関係に一致することを示

している．さらにコンフリクト認識体系 U のもとでの

均衡点を以下のように定義する． 
 

定義（コンフリクト認識体系Uのもとでの均衡点） 

i∈N であるすべてのプレイヤーiについて，k j1と k j2（k 

j1 から関係者 i によって移行可能な任意の事象）の間の

選好順序がPi (k j1 , ui )＞Pi (k j2 , ui )またはPi (k j1 , ui )=Pi (k j2 , 
ui ) であるとき，k j1はコンフリクト認識体系 U のもと

で均衡点となる． 
 
４．コンフリクト認識体系と均衡点の関係 

ここで，プロジェクトを巡る事業者（関係者 1）と住民

団体（関係者 2）のコンフリクトを想定する．3 つのケ

ースについて，関係者の関心事をそれぞれ以下のように

設定する． 
例① 

事業者（関係者1） 

1Γ ={住民団体が対話に応じること} 
住民団体（関係者2） 

2Γ ={計画が修正されること} 
 

表-1 事業者と住民団体のコンフリクト 

事業者
（関係者１）

住民団体
（関係者２）

計画通り実行

計画修正

対話せず対話

k1 k2

k3 k4

事業者
（関係者１）

住民団体
（関係者２）

計画通り実行

計画修正

対話せず対話

k1 k2

k3 k4
 

 
例①では，互いに，コンフリクト調整には相手の行

動が重要であるとみなしている． 
 

例② 

事業者（関係者1） 

1Γ ={事業を計画通り実行すること} 
住民団体（関係者2） 

2Γ ={計画が修正されること} 
例②では，どちらの関係者も，事業者の選択（計画

を修正するか否か）が重要であると認識している． 
例③ 
事業者（関係者1） 

1Γ ={事業を計画通り実行すること} 
住民団体（関係者2） 

2Γ ={計画が修正されること，事業者との対話に応じ

ること} 
例③では，事業者は自らの選択のみに関心を有して

いるのに対し，住民団体は，事業者・住民団体双方

の選択に関心を有している． 
 
事業者の関心事「住民団体が対話に応じること（例

①）」と住民団体の関心事「事業者との対話に応じるこ

と（例③）」は同様の内容である．また，事業者の関心

事「事業を計画通り実行すること（例②，例③）」と住

民団体の関心事「計画が修正されること（例①，例②，

例③）」も同様の内容であり，統合が可能である． 
いずれの例においても，アクターとしての事業者の

戦略は｛計画を修正する，計画通り事業を実行する｝の

2 通りであり，住民団体の戦略は｛対話に応じる，対話

に応じない｝の2通りとなる．その結果，発生事象は表

－1の k1～k4となる． 
以下では，例①～例③の 3 通りの関心事（コンフリ

クト認識体系）の下での均衡点を比較する． 
例①（図-2） 
●事業者（関係者1） 
・O1{ o11 住民団体が対話に応じる， 

o12 住民団体が対話に応じない } 
・Φ1 (o 11)>Φ1 (o 12)，・K 11={k1, k3}，K 12={k2, k4}   
・o11→K 11，o12→K 12 
・P1 (k3 , u1)=P1 (k1 , u1)> P1 (k4 , u1)=P1 (k2 , u1) 



 
●住民団体（関係者2） 
・O2{ o21 計画が修正される，o22 事業が実行される} 
・ Φ2 (o21)>Φ2 (o22)，・K 21={k1, k2}，K 22={k3, k4} 
・ o21→K 21，o22→K 22 
・P2 (k1 , u2)=P2 (k2 , u2)> P2 (k4 , u2)=P2 (k3 , u2) 
例①においては，全事象が均衡点となる． 
 
例②（図-3） 
●事業者（関係者1） 
・O1{ o11 計画を修正する，o12 事業を実行する} 
・Φ1 (o12)>Φ1 (o11) 
・K 11={k1, k2}，K 12={k3, k4}  ・o11→K 11，o12→K 12 
・P1 (k3 , u1)=P1 (k4 , u1)> P1 (k1 , u1)=P1 (k2 , u1) 
●住民団体（関係者2） 
・O2{ o21 計画が修正される，o22 事業が実行される} 
・ Φ2 (o21)>Φ2 (o22)，・K 21={k1, k2}，K 22={k3, k4}  
・ o21→K 21，o22→K 22 
・P2 (k1 , u2)=P2 (k2 , u2)> P2 (k4 , u2)=P2 (k3 , u2)  
均衡点は，常に事業が実行される事象{k3, k4}となる． 
 

例③（図-4） 
●事業者（関係者1） 
・O1 { o11 計画を修正する，o12 事業を実行する} 
・Φ1(o12)>Φ1(o11) 
・K 11={k1, k2}，K 12={k3, k4}  ・o11→K 11，o12→K 12 
・P1 (k3 , u1)=P1 (k4 , u1)> P1 (k1 , u1)=P1 (k2 , u1) 
●住民団体（関係者2） 
・O2  
{ o21 事業者は計画修正,住民団体は対話に応じる， 
o22 事業者は計画修正,住民団体は対話に応じない， 
o23 事業者は計画実行,住民団体は対話に応じる 

o24事業者は計画実行,住民団体は対話に応じない} 
・Φ2(o21)>Φ2(o22)>Φ2(o24)>Φ2(o23) 
・K 21={k1}，K 22={k2}，K 23={k3}，K 24={k4} 

・ o21→K 21，o22→K 22，o23→K 23 ，o24→K 24 

・P2 (k1 , u2)>P2 (k2 , u2)> P2 (k4 , u2)>P2 (k3 , u2) 
均衡点は事業者が事業を実行し，住民団体は対話に応じ 
ないという事象{k4}となる． 
 
以上のように，関係者のコンフリクトに対する認識

体系の違いは，異なった結果をもたらす可能性がある． 
 

５．参加型意思決定の枠組みの分類 

４．においては，コンフリクトに対する関係者の認

識体系によって，均衡点が変化し得ることを示した．こ

の結果は，コンフリクトの当事者が互いの認識を理解し

ないままに（自らの認識体系を唯一のものであるという 
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図－3 例②
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図－4 例③
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信念の下に）行動した場合，思いがけない帰結に導かれ

る可能性を示唆したものと考えられる．従って，関係者

がコミュニケーションによって互いの立場を理解するこ

とが，「ボタンの掛け違え」を回避するために重要であ

ると考えられる．参加型意思決定プロセスの意義は，こ

のような関係者間のコミュニケーションの場を提供する

という観点からの評価も可能であると考えられる． 
そこで，本研究で提案したモデルを用いて，参加型

意思決定の枠組みの分類を試みる．以下では，参加者が

2 者のケースを考える．また，現時点で参加者には含ま

れていないが，潜在的には参加者となりうる個人，組織

を第3者と呼び，参加者と第3者を合わせて関係者と呼

ぶ． 

２．で定式化されたモデルにおいて，アクター，レ

シーバーの概念を導入する． 



 
・アクター…ある参加者i の関心事 iγ について ， iγ が

実現可能か否かを主体的に決定しうる関係者を iγ の

アクターと呼ぶ（２．で既出）． 

・レシーバー…参加者i は自らの関心事 iγ が実現するか

否かの影響を受ける．そこで，i を iγ のレシーバーと

呼ぶ． 

参加型意思決定の場において，参加者i は自らの関心

事 iγ の存在を他の参加者に周知させることができる．

その意味で，本研究における参加者とは，自らの関心事

が意思決定の場で認識される関係者のことを意味してい

る．一方，第3者の関心事は意思決定の場で考慮されな

いため，参加者が第3者の関心事のアクターとなること

はない． 
参加者 2 名，第 3 者 1 名の場合のコンフリクトにつ

いてパターン分類したのが表-2 である．ここで，参加

者①を①，参加者②を②，第 3 者を③で表す．また，

表-2 及び以下の説明において，矢印の先端が関心事を

有する参加者（レシーバー），矢印の根元が関心事を決

定付けることができる関係者（アクター）を示す． 

また，分類された各グループのコンフリクトで採用

すべき参加者の枠組みを図－5 に示す．コンフリクトは

6 つのグループに分類されると考えられる．以下に，各

グループのコンフリクトの特性を説明する． 

・ groupⅠ…③→①及び③→②がなく，かつ①→②と

②→①の少なくとも一方が存在する．参加者の関

心事のアクターもまた参加者であるため，現在の

参加の枠組みは有効である．  
・ groupⅡ…③→①及び②→①が存在し，かつ①→②

がないコンフリクトと，もしくは③→②及び①→

②が存在し，かつ②→①がないコンフリクトであ

る．一方の参加者の関心事の実現には，第 3 者と

の交渉が必要である． 
・ groupⅢ…③→①及び①→②が存在するか，③→②

及び②→①が存在するコンフリクトである． 
・groupⅣ…③→①，③→②の両方が存在し，かつ①→

②，②→①の少なくとも一方が存在するグループで

ある．双方の参加者にとって，関心事の実現には第3
者の関与が不可欠であるため，参加の枠組みの拡大

が必要と考えられる． 
・groupⅤ…①と②の間にアクター，レシーバーの関係

がなく，かつ③→①と③→②の少なくとも一方が存

在するコンフリクトである．参加者①，②とも個別

に第3者との交渉が必要である． 
・groupⅥ…①と②の間にアクター，レシーバーの関係

がなく，かつ③がアクターとならないコンフリクト

である．参加者①，②とも，相互不干渉の関係にあ

る． 

表-2 グループ分類 

① ②

③ ③

①　　　②
など

①　②

③
or

①　　　②

③

groupⅡ

groupⅢ

groupⅤ

groupⅣ

①　　　②

①　　　②

groupⅠ

groupⅣ

 
 

・groupⅠ…現在の参加者で完結      ・groupⅡ…２つの枠組みが必要 

 

①    ②                  ①     ② 

        

         ③                        ③        

 

・groupⅢ…Outsiderの参加は状況次第   ・groupⅣ…枠組みの拡大が必要 

 

①    ②    ①   ②               ①    ② 

        

      ③        ③                   ③ 

 

・groupⅤ…現在の枠組みは有効でない    ・groupⅥ…相互不干渉の関係である 

 

①      ②     ①    ②                          ①        ② 

        

     ③         ③                                   ③ 

 
図－5 参加型意思決定の枠組みの分類 

 
６．おわりに 

 

本研究では，参加型意思決定プロセスにおける政策

コンフリクトを記述するためのモデルを提案した.従来,

コンフリクト状況の記述にはゲーム論的モデルを用いる

ことが一般的であった．ゲーム論的モデルは，まず各プ

レイヤーが取り得る行動の選択肢である戦略を定義し，

この戦略の組み合わせによってゲームの帰結が規定され

る．しかし，地域計画などを巡る政策コンフリクトにお

いては，課題（関心事）を有していても有効な戦略を持

たない当事者が存在する場合や，５．のGroupIVに示し

たように第3者が関与することで初めて有効な解決策を

見出せるような場合も存在すると考えられる．本研究で

提案したモデルは，政策コンフリクトの有するこのよう

な特徴に対して柔軟に適応可能であると考えられる． 
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